
151211 区民憲章区民会議 
【資料第 13 号】 

区民憲章の項目整理についての意見一覧（第 5 回会議） 

 
７  区 の 責 務 
Ｊ委員：協働というのは、あくまでも対等が基本であると考えているが、現在は、行政・企業・区

民が対等とは思えない。また、市民の主体性のもとに行政の協力によって行う領域の活動は、行

政にとっては慣れないせいもあって難しいのかなと思う。 

副会長：区民や団体,事業者と区が対等な立場で協働する領域が、現在それほど育っていないという

ことがあるかも知れない。 

Ｆ委員：主に区民が主体となって進める協働のスタイルの類型として、例えば、ＰＴＡの催し物に

対し区から補助金が支出されるが、基本的な事業運営はＰＴＡが主体となってやることなどが挙

げられる。 

Ｊ委員：それぞれの団体に合わせた支援の仕方というのは千差万別だと思うが、補助金、助成金な

どの場合は特に透明性を確保するため、個人、団体、コミュニティ側も、情報公開が必要である。

Ｈ委員：ローカルガバメントが住民自治を進めるとともに、そこに住んでいる我々もそれをチェッ

クし、それを区民憲章がサポートするような仕組みができればいいのではないか。 

会  長：区議会と区長がどういうふうに役割分担していくかということが、区の責務につながって

くるのではないか。 

Ｉ委員：満足度を高めるとかニーズに的確に対応するというのは、区民参画を進めれば当然そうな

ると思うので、区の責務というにしては中途半端であり余り必要ないと思う。 

Ｍ委員：区の責務として、文京区らしい地域性を特色とした施策に配慮するというようなことを考

えてもいいのではないか。 

 

Ｋ委員：区の責務のところで、執行機関と議決機関はともに主体であり、一緒にある目標を実現し

なければならないという足かせをしてしまうことには違和感がある。 

９  執行機関 
 Ｈ委員：例えば区長は公正性があるとか、コンプライアンス（法令遵守）の意識がある、人徳があ

る人でなければならないというふうに憲章で規定することが必要ではないか。 

16  住民投票 

Ｈ委員：住民投票には賛成だが、それをどう位置づけるかである。住民投票で決定するのではなく、

議会が議決にあたって参考することでよいのではないか。 

Ｋ委員：何でも住民投票というのは反対である。具体的には、首長も議会もチェックしなかったと

きに、住民が最後の伝家の宝刀として住民投票する場合と、例えば原発など大きな問題で個別に

行うに２タイプぐらいではないか。 

 

Ｈ委員：直接民主制が可能になるような市民社会、成熟された市民社会が文京区で起きているとい

う前提に立てば、決定権限はなくてもＩＴなどを活用した形のものを導入できるのではないか。
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副会長：住民投票という制度を将来的に設けることができるというプログラム規定的なものを基本

条例で設けておくということや具体的な住民投票の内容にまで踏み込むことまで、いろいろな選

択肢はある。 

Ｉ委員：住民投票にする要件というのはかなり厳しくなければいけないと思う。いきなり１人１票

というのは何となく無理かなという気がする。 

Ｍ委員：住民投票というのは、伝家の宝刀として必要かもしれないが、どのように強制力を持たせ

るのか、どういう効果を持たせるのかはかなり限定した使い方でないと難しいので、この区民憲

章の中で具体的な規定をするのは少し早過ぎるのではないか。 

Ｈ委員：住民投票は積極的に実施して、投票の結果をオープンにし、理解を得るというふうにした

方が、より民主主義は進むのではないか。 

Ｊ委員：わかりやすい情報公開がされていれば、そんなに間違った判断をしないと思う。いわば家

族として、自分のうちの文京区のお財布の中がわかっていれば、それぞれのバランス感覚で判断

ができると思う。 

Ｉ委員：住民投票の前にはきちんといろいろな協議会をつくって、地区ごとにきちんと話し合いの

場をつくった上で住民投票をするというシステムにしなければならない。 

会  長：住民参加の仕組みというのはみんなで話し合い、情報を公開するという仕組みが、住民投

票の前の段階にあると思う。 

18  政策に係る区民等の意見提出手続き（パブリックコメント） 

Ｊ委員：パブリックコメントは、一つの言い訳のように使われているのが現在の状況だと思う。一

生懸命意見を送ってもそれで終わってしまうなど、私たちの感覚とは大分違うなと思う。 

Ｈ委員：最初に結論ありきで、それがための話をまとめたみたいな印象はぬぐえない。 

Ｍ委員：区の責務として、執行機関も議決機関も区民の意見を聞かなければならないというような

ものを入れることも一度は検討してもよいのではないかと思う。 

 

Ｉ委員：選挙の時点で問題になっていなかったことについては、やはり重大なことが持ち上がった

ら区民の意見を聞いてほしい。 
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